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診療報酬・介護報酬改定等について 

 

平成24年度の診療報酬・介護報酬の同時改定は、「社会保障・税一体 

改革成案」の確実な実現に向けた最初の第一歩であり、「2025年のある 

べき医療・介護の姿」を念頭に置いて、以下の取組を行う。 

 

 

１．診療報酬改定  （略） 

 

２．介護報酬改定等 

平成24年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善の確保、物

価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、

以下の改定率とする。 

 

介護報酬改定 

改定率 ＋１．２％ 

在宅 ＋１．０％ 

施設 ＋０．２％ 

 

（改定の方向） 

・ 介護サービス提供の効率化・重点化と機能強化を図る観点から、各サ

ービス間の効果的な配分を行い、施設から在宅介護への移行を図る。 

・ 24時間定期巡回・随時対応サービスなどの在宅サービスや、リハビリ

テーションなど自立支援型サービスの強化を図る。 

・ 介護予防・重度化予防については、真に利用者の自立を支援するもの

となっているかという観点から、効率化・重点化する方向で見直しを行

う。 

・ 介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これまで講

じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件として、事業

者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要な対応を講じること

とする。 

 

平成23年12月21日 

財務大臣 

厚生労働大臣 

大臣折衝の結果、上記のとおり合意したことを確認する。 

民主党政策調査会長 

資料２－２ 


